
香川大学経済論叢刊行に関する申合せ 
 

 

第１条 香川大学経済論叢の刊行 

香川大学経済論叢（以下本誌と称す）は原則として年 4 回刊行する。各号の採択済原稿を、原則として、 

4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日、1 月 5 日に入稿する。 

第２条 掲載原稿の段組み 

論説は 35 字×28 行、その他（研究ノート、調査、資料、翻訳、書評、紹介及びその他）は 38 字×28 行 

とする。 

    詳細については『香川大学経済論叢』執筆要領を参照する。 

第３条 投稿 

    投稿に際して電子媒体と原稿のハードコピー1 部を経済研究所に提出する。 

    原稿には必ず英文タイトルもつける。 

第４条 投稿量 

原則として年 4 回発行の本誌への 1 教員の投稿量は各年度 140 頁以内とする。 

但し、140 頁を超えた場合は、刊行に係る実費は本人が負担する。 

第５条 投稿資格 

正会員以外の投稿については下記に該当する原稿を編集委員会の了承の下に掲載することができる。 

１．正会員と外部研究者との共同執筆による原稿。但し刊行にかかる費用の分担は共同執筆者間の協

議に委ねる。 

２．名誉教授の執筆による原稿。但し刊行にかかる投稿料は本人が負担する。 

特命教授等の非常勤講師の本誌投稿は認めない。 

第６条 抜刷印刷は著者が研究費等で負担する。 

第７条 提出された原稿及び電子媒体は原則として返却しない。 

第８条 地域マネジメント研究科の専任教員は、当分の間、正会員と同様に投稿することができる。 

（附則）本規約は、令和 2 年（2020 年）4 月 1 日から施行する。 

（附則）本規約は、令和 4 年（2022 年）1 月 12 日に改定し、令和 4 年 1 月 12 日から施行する。 

（附則）本規約は、令和 7 年（2025 年）5 月 28 日から施行する。 

 


